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3.1  戦略目標 1：冬期積雪期における安全・安心な道路交通環境の確保 

3.1.1  主な取組 

(1)  除雪水準の確保 

本市が除排雪作業を実施するそれぞれの道路について、その特性を踏まえた路線ごと

の除雪水準を明確化することにより、冬期積雪期における道路交通機能を維持します。 

除雪水準については、道路幅員の確保を優先することとしつつ、それぞれの路線の

利用方法（道路ネットワーク上の役割）を踏まえ、下表のとおり設定します。 

この除雪水準及び青森市市民とともに進める雪処理に関する条例第 2 条第 3 項の規

定により毎年度策定する「青森市除排雪事業実施計画」に基づく適切な除排雪作業を

実施することにより、冬期積雪期における円滑な道路交通の確保を図ります。 

また、除雪パトロール担当職員への研修を通じて除排雪指令の判断の平準化を図る

とともに、重機オペレーターへの研修や講習会を通じて運転技術の向上などを図るこ

とにより、地域によって除排雪作業の実施状況に差が生じないよう努めます。 

表 15 除雪水準 

道路分類 目安となる要素 除雪水準1 

幹線 バス路線 

都市計画道路 

特に定めた主要路線 

 

補助幹線 地域内の幹線と幹線を結ぶ

路線 

幹線から学校等公共施設に

通じる路線 

除雪幅は、車線数2を確保できる幅員とする。 

（交通に支障のない範囲で、車道や歩道の一部を

堆雪スペースとして活用する） 

郊外幹線 郊外地域内における主要幹線 

（集落と集落を結ぶ幹線） 

 

生活路線 道路幅員 6.5m 以上 小型車3同士のすれ違いを可能にする。 

 道路幅員 6.5m 未満 救急車や消防車等の緊急車両の通行幅を確保する。 

 

  

                                                      
1 豪雪時などには、主要な幹線を優先し、順次交通機能を確保します。 
2 車線数は、原則 2 車線以上とします。 
3 小型車とは、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第 3 条に規定する小型自動車（いわゆる普

通車）のことを指します。 
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(2)  持続可能な除排雪体制の構築と除排雪業務の効率化 

持続可能な除排雪作業の実施に当たり、除排雪作業従事者の確保及びパトロール体

制が確立されていることが必要不可欠です。 

近年、事業者では少子高齢化等により重機オペレーターや誘導員などの人員不足と

なっており、市職員では除雪パトロールや市民相談等に従事するベテラン職員が減少

しているなど、限られた人員による安定的な除排雪体制の構築や除排雪作業レベルの

維持に努めていくことが重要になっています。 

本市では、効率的な作業体制の確立及び急激に進む人口減少に伴う除排雪作業従事

者等の不足に備え、ICT 等の先進的技術を活用した除排雪業務の効率化・省力化に関

する調査・研究等を行うほか、重機オペレーターの運転技術向上に向けた講習会の実

施及び受講支援により、持続可能な除排雪体制の構築を図ります。 

また、除排雪事業者への支援として、除排雪事業者へ貸与する重機を効率的・効果

的に活用するための体制整備を進めるとともに、少雪により除排雪事業者が作業を行

わなかった場合においても、除排雪事業者が保有する重機の維持管理に要する経費等

を補償することにより、除排雪事業者における作業体制構築を支援します。 

加えて、工区や幹線などの除排雪作業区域近傍における雪堆積場の適地について調

査・検討を行うことにより、多様化する市民ニーズ等に対応しながら、迅速かつ効率

的に道路除排雪作業を実施し得る体制の構築を図ります。 

(3)  地域・除排雪事業者・市の連携による除排雪作業の実施 

路上駐車や道路への雪出しといった除排雪作業に支障をきたす行為等への対応を含

めた除排雪作業の実施方法について、町（内）会をはじめとする地域の関係者・除排雪

事業者・市の 3 者が協議・共有することにより、地域の実情や特性に合わせた除排雪

作業を実施します。 

3.1.2  目標とする指標 

除排雪力向上連携ネットワーク形成事業により開催される重機オペレーター講習会

の受講者数を増加させることを目標として設定します。 

具体的な効果として、運転技術の向上に伴う作業効率の向上や除排雪作業の実施状

況のばらつきの解消などが挙げられます。 

表 16 指標 1：重機オペレーター講習会の受講者数 

目標とする指標 
基準値 

令和 5（2023）年度 

目標値 

令和 10（2028）年度 

運転技術の向上や安全意識の向

上を目的とした、除排雪オペレー

ター講習会の累計受講者数 

108 人 213 人 
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3.2  戦略目標 2：冬期積雪期においても住みよい都市づくりの推進 

3.2.1  主な取組 

(1)  快適な雪国空間の形成 

冬期積雪期は、道路の積雪や凍結により歩行中に転倒する危険性が高まるなど、日

常生活に係る移動にも困難が生じており、高齢者や障がい者をはじめとする誰もが安

心して暮らすことができる快適な雪国空間の形成が必要です。 

この快適な雪国空間の形成に当たっては、道路交通のみならず歩行者空間の確保も

進める必要があり、具体的には、通学路等において、交差点部の雪盛り等の早期解消

に努めるとともに、雪盛り等の解消に必要となる排雪作業では、ダンプトラック等の

有効活用に向けた国・県との情報共有を図りながら実施することとします。 
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(2)  流・融雪溝の整備 

流・融雪溝は、地域の雪処理に有効な手段の 1 つであるとともに、市民からの整備

要望が多い施設でもあります。 

流・融雪溝の整備に当たっては、水源となる河川などの冬期積雪期における必要水

量の確保や、施設整備の支障となる地下埋設物の状況など、技術的・物理的な課題を

解決しながら、計画的な整備を図ります。 

また、流・融雪溝整備後の運用に当たっては、地域による管理組合の存在が不可欠

ですが、高齢化の進展や地域の担い手不足等の課題もあることから、施設整備の推進

と併せて、地域の理解と協力体制の構築を図ります。 

【流・融雪溝の整備条件】 

流・融雪溝の整備に当たっては、以下の 3 項目を満たすことが条件となります。 

① 十分な水源が確保できること 

② 流末が確保できること 

③ 地域が自主的に管理組合を組織し、整備後の管理・運営（費用負担を含む）を

行うこと 

【整備について】 

青森地区においては、平成 25 年度、平成 26 年度に流・融雪溝整備可能地区につい

て調査を行った結果、以下の 15 地区以外で流・融雪溝に利用可能な水源は確認できま

せんでした。 

これを踏まえ、青森地区においては、引き続き当該 15 地区における調査・整備を推

進します。 

浪岡地区においては、整備条件の適合状況や地域住民の理解と協力、整備効果等を

総合的に検討しながら、順次調査・整備を推進します。 

表 17 流・融雪溝整備状況（青森地区） 

整備状況 地区数 地区名称 

整備済 6 地区 奥野、大野、野内、本泉、桜川、筒井 

整備中 2 地区 佃、篠田 

未整備 6 地区 三内、三内稲元、沖館、妙見、原別、浅虫 

その他 1 地区 油川（一部整備済） 
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(3)  冬期歩行者空間の確保 

積雪や凍結といった、冬期積雪期における雪国特有の障害（バリア）を解消すると

ともに、市民のみならず雪に不慣れな来街者にとっても、安全・安心で快適な冬期歩

行者空間の確保を図るため、「重点整備地区」及び「誘導地区」を中心に、冬期バリア

フリー対策を推進することとします。 

ここで、「重点整備地区」とは、商店街や官公庁をはじめとする都市機能提供施設の

集積がみられ、主要エリアにおいては歩行者通行量が大変多い地区であり、当該地区

においては、歩道除雪の徹底を図るとともに、除雪から融雪への転換を図り、より快

適な冬期歩行者空間の確保を目指すこととします。 

また、「誘導地区」とは、重点整備地区に準じた都市機能を有する地区であり、当該

地区においては、重点整備地区と連携した快適な冬期歩行者空間の確保を目指すこと

とします。 

 
図 70 重点整備地区・誘導地区範囲図 
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(4)  雪に強い街区の形成 

屋根雪対策として、新築の建物については、道路交通への支障、隣地への落雪、河川

などの流水への支障などが生じないよう、敷地内における雪堆積場所の確保や屋根の

無落雪化などについての指導を実施します。 

また、既存の建物については、本市職員によるパトロールや市民等からの情報提供

を踏まえ、明らかに道路交通などへ支障をきたすと予見される場合には、適切な対応

が行われるよう建物の所有者等への指導に努めます。 

このほか、住宅密集地など、道路が狭く、電柱などが道路の両側に配置されている

場合には、道路側溝の整備に併せて電柱の再配置などを行うことにより、道路幅員を

最大限に有効活用、除排雪の効率化を図ります。 

(5)  市民の雪寄せ場・雪捨て場の確保 

地域住民の雪寄せ場として利用できる空地を町会へ貸付けした場合に、市が支援を

行う市民雪寄せ場の提供について市民や地域への周知を行います。 

また、公共用地については、敷地内に設置されている施設などに支障がない範囲で

雪寄せ場として利用するとともに、市民が自宅敷地内の雪を持ち込み捨てることがで

きる雪捨て場の更なる確保について検討します。 

 
図 71 市民雪寄せ場 

 
図 72 市民雪捨て場 
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(6)  雪処理施設による陸奥湾の水質保全 

道路除排雪で発生した雪については、郊外の雪堆積場だけでは処理しきれないこと

から、その一部を青森港にも運搬・投雪していますが、土砂や固形物など雪への混入

物により、陸奥湾の水質汚染や、海上を浮遊する雪塊が船舶と衝突する等、陸奥湾内

の海洋環境への影響が懸念されます。 

海洋投雪する雪の適切な処理を実施するため、公共下水道の終末処理場である八重

田浄化センター内に整備された「積雪・融雪処理槽」の利用を促進するとともに、海中

に投雪された雪に混じるゴミなどの分散を防ぐ機能を持ち、海水熱による融雪施設を

備えた「青森港本港地区緑地（浜町）雪処理施設」の利用を促進することにより、陸奥

湾の水質保全に係る取組を進めます。 

 
図 73 八重田浄化センター内 

積雪・融雪処理槽 

 
図 74 青森港本港地区緑地（浜町） 

雪処理施設 

3.2.2  目標とする指標 

地域の雪処理に有効な手段の 1 つである流・融雪溝の新規整備を推進させることを

目標として設定します。 

具体的な効果として、市民雪寄せ場・雪捨て場不足の解消や、地域の主体的な除排

雪作業の実施が見込まれます。 

表 18 指標 2：流・融雪溝の新規整備延長 

目標とする指標 
基準値 

令和 5（2023）年度 

目標値 

令和 10（2028）年度 

流・融雪溝の新規整備延長   

 佃地区 7.5 ㎞ 10.1 ㎞ 

 篠田地区 1.4 ㎞ 3.4 ㎞ 

 北中野地区 0.7 ㎞ 1.6 ㎞ 
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3.3  戦略目標 3：安全で負担の少ない持続可能な雪処理の推進 

3.3.1  主な取組 

(1)  「青森市市民とともに進める雪処理に関する条例」の周知 

本市では、私たち青森市民一人ひとりが、お互いに支えあいながら効率的な雪処理

を行うことに努め、冬期積雪期において誰もが安全に安心して生活できる都市づくり

を推進することを目的に、「青森市市民とともに進める雪処理に関する条例」を定めて

います。 

この条例の周知や、雪処理に関する市民の自主的・主体的な取組についての情報提

供を通じて、市民・事業者・行政のそれぞれの主体が責任を持って雪処理に取り組む

ことにより、社会経済情勢の変化に対応しつつ、将来にわたり持続可能な雪対策の実

現を目指します。 

【参考：青森市市民とともに進める雪処理に関する条例（抄）】 

（市の責務） 

第 2 条 

３ 市は、道路交通の確保等を効率的に行うため、毎年度、当該年度の車道及び歩道等の除

排雪に関する事業計画（以下「事業計画」という。）を策定し、公表するものとする。 

４ 市は、基本計画及び事業計画の実施に当たっては、市民等に当該計画の周知を図り、市

民等の協力が得られるよう努めなければならない。 

（市民の責務） 

第 3 条 市民は、自主的な雪処理に努めるとともに、雪処理に関し互いに協力し、助け合う

ものとする。 

２ 市民は、地域の高齢者世帯、障害者世帯等のうち、特に援護を必要とする世帯の雪処理

への支援に努めるものとする。 

３ 市民は、国、県又は市が実施する雪処理に関する施策等に協力するものとする。 

（事業者の責務） 

第 4 条 事業者は、事業活動を行うことに伴う社会的責任を自覚し、雪処理を行うに当たっ

ては、他の迷惑とならないように自らの責任において適正に処理するものとする。 

２ 事業者は、地域の雪処理に関する活動において市民と協力し、助け合うものとする。 

３ 事業者は、国、県又は市が実施する雪処理に関する施策等に協力するものとする。 
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また、地域の将来を担う子ども達や、雪に関する知識や経験の少ない移住者などに

対して、雪について学習する機会を通じて、雪処理のルールやマナーを伝えることに

より、雪処理に関する市民の理解を促進します。 

  
図 75 雪学習教室の様子 

【参考：雪学習教室資料（抜粋）】 

～「青森市市民とともに進める雪処理に関する条例」違反行為の例 ～ 

① 川や水路などに雪を捨てないで！ 

水の流れを塞いでしまい、川や水路から水が溢れてしまいます。 

② 敷地内の雪を道路に出さないで！ 

雪で道路が塞がれて通りにくくなり、除排雪作業が遅れてしまいます。 

③ 道路に勝手に車を止めないで！ 

違法駐車車両が障害になり、除排雪作業が出来なくなってしまいます。 

～ 除排雪作業に当たって、市民の皆さんにご協力いただきたいこと ～ 

① 膝下程度の寄せ雪処理について、ご理解とご協力をお願いします。 

② 作業中の除排雪車両に近づくのは大変危険です。絶対に近づかないで！ 

③ 飛び出し危険！雪遊びは安全な場所を選びましょう。 

④ 除排雪作業の支障とならないよう、ごみ出しの日時と場所を守りましょう。 

⑤ 乗入鉄板・ブロックが除排雪作業の妨げになります。降雪前に取り外して！ 

※ 安全確保のため除排雪作業は、原則として深夜に実施します。 
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(2)  市民・地域との協働による除排雪活動 

【除雪ボランティアの育成】 

本市が実施する道路除排雪に加えて、自主的に除雪作業を行う地域に対する除雪用

具の支援や、地域や大学、ボランティア団体等の連携による市民主体の除排雪活動の

枠組の構築、ボランティアポイント制度の活用などにより、大学生等の若年世代をは

じめとする多くの市民による除雪活動を促進し、市内各地域における雪処理の担い手

の確保・育成に努めます。 

  
図 76 ボランティアによる除雪活動 

【歩行者空間の確保】 

冬期積雪期における安全・安心で快適な歩行者空間を確保するため、本市が実施す

る歩道除雪に加えて、地域をはじめとする各種団体が歩道除雪を実施する際には、除

雪機を貸与するとともに、除雪に要する経費の一部を支援します。 

  
図 77 地域コミュニティに貸与する除雪機と歩道除雪作業状況 

【雪処理に関する情報提供】 

市民・地域・事業者等が、自主的・主体的に歩道や自宅の雪処理を行う場合などに利

用できる各種支援制度や、雪処理に係るルールやマナー等に関する情報提供を行います。 

また、本市が実施する除排雪事業に対する不安を軽減し、市民・地域・事業者等との

協働による雪処理を進めるため、除排雪業務の具体的な内容について情報提供を行い

ます。 
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【自力での雪処理が困難な世帯への支援】 

高齢者・障がい者世帯をはじめとする自力での雪処理が困難な世帯に対し、青森市

社会福祉協議会を主体とした、地域住民や事業者・各種団体等の多様なボランティア

による間口除雪や屋根の雪下ろしに対する支援を継続するとともに、この支援制度の

認知度の向上に努めます。 

また、この支援制度を必要としている世帯に対し積極的な活用を促すとともに、当

該支援活動に従事する人材の確保及び育成を継続します。 
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(3)  雪処理作業における安全確保 

多雪都市である本市においては、毎年雪処理作業中の死傷事故が発生しており、こ

のような事故を未然に防ぐための安全対策の周知徹底が喫緊の課題です。 

これまで周知を図ってきた「雪下ろし安全 10 箇条」について、より具体的でわかり

やすい内容で情報提供することにより、雪処理作業が不慣れな方に対しては作業者目

線での実践的な知識の提供を行い、慣れた方に対しては知識の再確認やより安全な作

業の実施に向けた技術向上など、雪処理作業における安全対策の必要性について普及

啓発を図ります。 

 
図 78 雪下ろし安全 10 箇条 

出典：国土交通省 HP 
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3.3.2  目標とする指標 

【除雪ボランティアの登録者数】 

青森市ボランティアポイント制度における地域福祉サポーター登録者のうち、「雪対

策支援」分野の活動を希望する登録者数を増加させることを目標として設定します。 

具体的な効果として、高齢者・障がい者世帯をはじめとする自力での雪処理が世帯

に対する支援体制の強化及び担い手の確保・育成が図られます。 

表 19 指標 3-1：除雪ボランティアの登録者数 

目標とする指標 
基準値 

令和 5（2023）年度 

目標値 

令和 10（2028）年度 

除雪ボランティアの登録者数 827 人 907 人 

【小型除雪機の貸出率】 

地域住民等の協力により、安全で快適な冬期歩行者空間を確保するために町会等に貸

与している小型除雪機について、この貸出率を維持することを目標として設定します。 

具体的な効果として、自主的な除雪作業を行う地域に対する支援を実施することに

より、市内各地域における雪処理の担い手の確保及び育成が図られます。 

表 20 指標 3-2：小型除雪機の貸出率 

目標とする指標 
基準値 

令和 5（2023）年度 

目標値 

令和 10（2028）年度 

小型除雪機の貸出率 100% 100% 
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3.4  戦略目標 4：冬期積雪期においても災害に強い都市機能の確保 

3.4.1  主な取組 

(1)  豪雪時における対応（豪雪対策本部） 

「青森地方気象台における積雪深が 100cm を超え、さらに、これ以降も降雪量・積

雪深の増加が見込まれること」及び、「市全域で幹線道路の交通状況が大きく悪化して

いること」など、市内の状況を総合的に勘案し、雪による市民生活への大きな支障が

生じる恐れがあると判断する場合は、本市の関係部門による対応強化や連携を図るた

め、豪雪対策本部を設置することとします。 

豪雪対策本部を設置した際には、平時の対応に加え、道路幅員の確保などのための

排雪作業が増加することから、雪堆積場を効率的に運用できる体制の整備を図るなど、

国・県・関係機関と連携した取組を進めます。 

(2)  豪雪災害時における対応（豪雪災害対策本部） 

「青森地方気象台における積雪深が 150cm を超え、さらに、これ以降も降雪量・積

雪深の増加が見込まれること」及び、「建物の倒壊や、ほぼ市全域にわたる道路交通機

能に麻痺が生じ、高齢者世帯等においては日常生活が困難になる場合があること」な

ど、雪による市民生活への深刻な影響が生じた場合は、直ちに本市の組織全体で対応

するため、豪雪災害対策本部を設置することとします。 

豪雪災害対策本部を設置した際には、これまでの対応に加え、屋根雪処理が困難な

世帯への支援や通学路などの歩道の確保をはじめとする、市民からの相談・要望に迅

速に対応できる体制を構築します。 

また、国・県・警察に加え、ライフラインなどの重要な都市基盤施設を管理する企業

や各種団体と連携した監視や対応を一層強化するとともに、必要に応じて災害対応に

関係する機関への派遣・協力要請を行うなど、市民・事業者・行政の協働による対応を

進めます。 
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(3)  災害に備えた道路交通の確保 

冬期積雪期の災害発生時においては、除排雪作業の遅延により道路交通機能に麻痺

が生じる可能性があることから、地域住民による迅速かつ適切な避難行動や避難所運

営等が自主的に行えるよう、適切な除排雪の実施により防災活動拠点施設等周辺の道

路交通の確保に努めます。 

このほか、災害発生時に防災資機材や生活必需物資を備蓄している防災活動拠点施

設から物資輸送ができるよう、適切な除排雪の実施により幹線道路などの主要な路線

の道路交通の確保に努めます。 

また、やむを得ない事情等により除排雪作業に遅れが生じる場合に備え、関係団体

による重機の供給及びオペレーターの派遣等、除排雪事業者相互の連携による円滑な

道路除排雪作業実施に向けた体制の構築を図ります。 

  
図 79 除排雪作業の様子 

(4)  克雪住宅の普及促進 

冬期積雪期に大規模な地震が発生した場合、屋根雪荷重により建築物の倒壊件数が

増加するなど多大な人的被害が懸念されます。また、屋根雪の落下等による間口閉塞

が生じた場合、避難が困難になる事態も想定されます。 

この人的被害の発生を未然に防ぐため、既存住宅への屋根融雪施設の設置や無落雪

屋根への改修、敷地内への融雪施設の設置等を支援することにより、冬期積雪期にお

ける災害にも強い克雪住宅の普及を促進します。 
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3.4.2  目標とする指標 

本市内に存在する特定建築物や住宅の耐震化率を向上させることを目標として設定

します。 

なお、目標年次及び目標値については、これと同一の指標を設定している「青森市

都市計画マスタープラン」（令和 4 年 2 月）との整合を図ります。 

 

表 21 指標 4：建築物の耐震化率の向上 

目標とする指標 

基準値 

特定建築物：令和2（2020）年度 

住宅   ：平成30（2018）年度 

目標値 

令和 10（2028）年度 

市有特定建築物の耐震化率 96.8%   100% 

住宅の耐震化率 85.5%   概ね解消 

民間特定建築物の耐震化率 84.1%   概ね解消 
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3.5  戦略目標 5：地域資源である「雪」に親しむ文化の醸成 

3.5.1  主な取組 

(1)  雪の恵み 

本市をはじめとする豪雪地域では雪はやっかいものと思われがちですが、一方で私

たちの生活にたくさんの豊かな恵みを与えてくれています。 

一例を挙げると、八甲田連峰に降る雪の量は一冬に約 3,000 万立方メートルを超え

るといわれています。この雪解け水が地下に浸透し、長い年月をかけてわき水として

地表へ流れ出し、その一部は横内川に注いで、安全で良質なおいしい水を安定的に享

受しています。このように、八甲田連峰が雨や雪解け水を保存する天然のダムとなり、

水不足から私たちの生活を守っています。 

また、この八甲田連峰からの雪解け水が陸奥湾に注ぎ豊かな海の幸をもたらすなど、

本市の地域資源を支える要となっています。 

 
図 80 八甲田連峰 

出典：青森県観光情報サイト Amazing AOMORI 
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(2)  冬を楽しむ文化の醸成 

本市における降雪・寒冷期は概ね 3 か月以上にわたり、この間、市民は雪処理の負

担や道路交通状況の悪化など、雪のもたらすマイナス面への対応に直面します。 

その一方で、この雪は、雪国ならではの美しい風景、スキーやスノーボードといっ

たウインタースポーツの楽しみなども与えてくれるほか、雪国ならではの気候風土が

本市特有の文化を育む土台になっているなど、地域資源としてのプラス面も有してい

ます。 

日本三大樹氷4の 1 つであり、国際ブランド化を推進している八甲田の樹氷やスノー

アクティビティなど、本市の観光資源を最大限に活用した冬季観光メニューの充実を

図ります。 

 
図 81 八甲田の樹氷 

 
図 82 青森冬まつり 

また、各種ウインタースポーツ大会や教室の開催、市内各小学校へのスキースロー

プの設置支援などにより、市民が気軽にスキーやカーリングをはじめとするウインタ

ースポーツに親しむことができる環境の充実を図ります。 

 
図 83 モヤヒルズ 

 
図 84 カーリング 

 

  

                                                      
4 日本三大樹氷とは、蔵王／山形県・宮城県、森吉山／秋田県、八甲田／青森県を指します。 
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(3)  利雪・親雪に関する取組の促進 

本市をはじめとする雪国においては、昔から、食料品の寒干しや雪の適度な湿度と

冷熱を利用した雪室による貯蔵など、雪や寒さを恵みとして利用する様々な知恵が育

まれてきました。 

青森市浪岡交流センター「あぴねす」内の低温熟成施設において、真夏でも雪だる

まやかまくら等の雪を体験できるイベントの開催や雪室等を活用した地域ブランド品

の開発促進を図ります。 

 
図 85 低温熟成施設 

 
図 86 雪体験室 

また、冬期積雪期における快適な暮らしの構築に資することを目的に活動する団体

に対する支援を行うとともに、本市と同様に豪雪都市となっている他都市との情報共

有を行うなど、利雪・親雪に関する官民連携・都市間連携を図ります。 

3.5.2  目標とする指標 

冬期（1～3、11～12 月）に本市を訪れる観光客入込客数の増加を目標として設定し

ます。 

表 22 指標 5：冬季観光入込客数 

目標とする指標 
基準値 

令和 5（2023）年 

目標値 

令和 10（2028）年 

冬季観光入込客数 1,634 千人 1,846 千人 
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1  青森市市民とともに進める雪処理に関する条例 

 

平成十七年四月一日 

条例第百四十四号 

改正 平成二二年三月条例第一三号 

 

私たちの住む青森市は、陸奥湾や八甲田山に代表される雄大で緑豊かな自然、三内丸山遺

跡やねぶた祭に代表される世界に誇る歴史と文化を有する北の中枢都市です。 

その一方で、人口約三十万人を擁する都市としては、国内外でも有数の豪雪都市であり、

雪による障害を乗り越え、冬をいかに楽しく、快適に過ごすかは永遠の命題となっています。 

この命題を克服し、冬期において市民の生活の豊かさと活力を呼び起こし、降雪期の市街

地における利便性を確保するためには、市、市民及び事業者がそれぞれの役割を自覚し、協

働することが必要です。 

私たち青森市民一人ひとりが、互いに支え合いながら効率的に雪処理を行うことに努め、

冬期において誰もが安全に安心して生活できる快適なまちづくりを推進するために、この条

例を制定します。 

（目的） 

第一条 この条例は、市民総ぐるみで効率的かつ秩序ある雪処理を行うため、市、市民及び

事業者の果たすべき責務を明らかにし、もって互いの協力により雪を克服し、住みよい雪

国都市の構築を図ることを目的とする。 

（市の責務） 

第二条 市は、この条例の目的を達成するため、雪処理に関する基本的な計画（以下「基本

計画」という。）を策定し、これに基づく施策を連携して実施するよう努めなければならな

い。 

２ 前項の基本計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 道路交通の確保のために行う除排雪に関する事項 

二 雪に強い都市基盤の整備に関する事項 

三 市民及び事業者（以下「市民等」という。）の自主的な雪処理に対する市の支援に関す

る事項 

四 その他雪処理に関し必要な事項 

３ 市は、道路交通の確保等を効率的に行うため、毎年度、当該年度の車道及び歩道等の除

排雪に関する事業計画（以下「事業計画」という。）を策定し、公表するものとする。 

４ 市は、基本計画及び事業計画の実施に当たっては、市民等に当該計画の周知を図り、市

民等の協力が得られるよう努めなければならない。 

（市民の責務） 

第三条 市民は、自主的な雪処理に努めるとともに、雪処理に関し互いに協力し、助け合う

ものとする。 

２ 市民は、地域の高齢者世帯、障害者世帯等のうち、特に援護を必要とする世帯の雪処理

への支援に努めるものとする。 

３ 市民は、国、県又は市が実施する雪処理に関する施策等に協力するものとする。 

（事業者の責務） 

第四条 事業者は、事業活動を行うことに伴う社会的責任を自覚し、雪処理を行うに当たっ

ては、他の迷惑とならないように自らの責任において適正に処理するものとする。 

２ 事業者は、地域の雪処理に関する活動において市民と協力し、助け合うものとする。 

３ 事業者は、国、県又は市が実施する雪処理に関する施策等に協力するものとする。 
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（遵守事項等） 

第五条 市民等は、冬期における市民生活の安全を確保するため、雪処理を行うに当たり、

次に掲げる事項を守らなければならない。 

一 国、県又は市によって除排雪される道路（第三項において「道路」という。）には、み

だりに自己の使用する敷地内の雪を出さないこと。 

二 河川、水路等（以下「河川等」という。）への投雪により、流水に支障を及ぼさないよ

うにすること。 

２ 市民等は、建築物等を新築（増築及び改築を含む。）する場合には、当該建築物等の敷地

内における雪の堆積場所の確保、屋根の無落雪化等により、道路交通への支障、隣地への

落雪、河川等の流水への支障等の迷惑を及ぼさないように十分配慮しなければならない。 

３ 市民等は、自動車（道路交通法（昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。）第二

条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。）を道路に駐車するときは、違法駐車

等（法第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、

第四十八条若しくは第四十九条の三第三項の規定に違反して自動車を駐車する行為又は自

動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十五号）第十一条（第三

項を除く。）の規定に違反する行為をいう。）に該当しない場合であっても、除排雪作業の

支障とならないようにしなければならない。 

（勧告） 

第六条 市長は、前条第一項又は第三項の規定が守られないことにより、道路交通若しくは

河川等の流水に著しい支障が生じると認めるとき又は除排雪作業に支障が生じると認める

ときは、その原因となる行為をした者に対し、当該規定を守るよう又は必要な措置を講ず

るよう勧告することができる。 

２ 市長は、市民又は事業者が前条第二項の配慮を欠くことにより、道路交通若しくは河川

等の流水に著しく支障を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、その原因となる

行為をした者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

（委任） 

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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2  令和 4 年度アンケート調査概要 

(1)  調査目的・方法等 

【調査目的】 

本市地域安全克雪方針の策定に際し、本市市民における日常的な屋根の雪下ろしや

敷地内の除雪への取組み方、安全対策への心がけ、雪処理に対する将来の不安などを

把握し、本市の克雪対策に活用することを目的とする。 

【調査方法等】 

① 調査期間 

青森地区  配布：令和 4年 10月 17日（月） 締切：同 10月 28 日（金） 

浪岡地区  配布：令和 4年 10月 24日（木） 締切：同 11 月 4日（金） 

② 配布と回収 

調査票の配布は各町会長を通じて行い、回収は調査機関へ直接郵送とした。 

③ 配布・回収結果 

配布票数  522 票 

回収票数  346 票 

回収率   66.3% 
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(2)  アンケート調査票 

 
図 参考 1 アンケート調査票（1/7） 

  



- 88 - 

 

 
図 参考 2 アンケート調査票（2/7） 
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図 参考 3 アンケート調査票（3/7） 
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図 参考 4 アンケート調査票（4/7） 
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図 参考 5 アンケート調査票（5/7） 

  



- 92 - 

 

 
図 参考 6 アンケート調査票（6/7） 
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図 参考 7 アンケート調査票（7/7） 
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3  流・融雪溝整備状況図 

 
図 参考 8 流・融雪溝整備状況図（西部地区） 
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図 参考 9 流・融雪溝整備状況図（東部地区） 
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図 参考 10 流・融雪溝整備状況図（北部地区） 
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図 参考 11 流・融雪溝整備状況図（浪岡地区） 
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4  除雪作業安全対策テキスト 

 
図 参考 12 除雪作業安全対策テキスト（1/12） 
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図 参考 13 除雪作業安全対策テキスト（2/12） 
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図 参考 14 除雪作業安全対策テキスト（3/12） 
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図 参考 15 除雪作業安全対策テキスト（4/12） 

  



   参考資料 

- 103 - 

 

 
図 参考 16 除雪作業安全対策テキスト（5/12） 
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図 参考 17 除雪作業安全対策テキスト（6/12） 
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図 参考 18 除雪作業安全対策テキスト（7/12） 
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図 参考 19 除雪作業安全対策テキスト（8/12） 
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図 参考 20 除雪作業安全対策テキスト（9/12） 
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図 参考 21 除雪作業安全対策テキスト（10/12） 
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図 参考 22 除雪作業安全対策テキスト（11/12） 
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図 参考 23 除雪作業安全対策テキスト（12/12） 

 



 

 

  

 

青 森 市 民 憲 章 
 

わたくしたちは、青い空、青い海、青い森にいだかれ、悠久の

歴史と香り高い文化と伝統に満ちた青森市の市民です。 

わたくしたちは、郷土あおもりを心から愛し、夢と希望にあふ

れたしあわせなまちとするためこの憲章を定めます。 

 

１ 自然をたいせつにし 

美しいまちにしましょう 
 

１ 元気に働き 

活気のある豊かなまちにしましょう 
 

１ たがいに助け合い 

あたたかいまちにしましょう 
 

１ 笑顔でふれあい 

明るく平和なまちにしましょう 
 

１ 楽しく学び 

いきがいを感じるまちにしましょう 
平成 17年 4月 27日制定 

 

市の木 

【あおもりとどまつ】 

 

市の花 

【はまなすの花】 

 

市の鳥 

【ふくろう】 

 

市の昆虫 

【ホタル】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森市雪対策基本計画 
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編集・発行 青森市都市整備部道路維持課雪対策室 
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ＦＡＸ番号 ０１７（７５２）９０１９ 
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